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クレジット事業者における新型コロナウイルス感染症 

感染拡大予防ガイドライン 

 

2020年 5月 25日策定 

2020年 9月 8日改定 

2021年 3月 31日改定 

2022年 1月 18日改定 

2022年 12月 15日改定 

一般社団法人日本クレジット協会 

 

※赤字・下線の箇所は、２０２３年３月１３日以降適用されなくなります。 

 

１．はじめに 

 

本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対

処方針（以下「政府対処方針」という)」を踏まえ、クレジット事業者が営

業所や職場等において、顧客及び従業員並びに関係者の感染予防に努めつ

つ、業務を継続するための基本的な考え方と具体的な取組み等を取りまと

めたものである。 

クレジット事業者におかれましては、本ガイドラインを活用することに

より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防に向けた取組を推進して

いただきますようお願いいたします。 

なお、本ガイドラインの内容は、感染拡大の動向や専門家の知見、これ

を踏まえた政府の基本的対処方針の改訂等を踏まえ、適宜必要な見直しを

行うものとする。 

 

２．基本的考え方 

 

クレジット事業者は、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠なサービ

スを提供する事業者であり、「三つの密」を避けるための取組等を実施しつ

つ、業務を継続することが求められている。 

また、厚生労働省が作成した「「新しい生活様式」の実践例」においても

通信販売の利用、接触感染防止のための小売店等でのキャッシュレス決済

の推奨などを背景に、クレジット事業者が提供する決済サービスは日常生

活における決済手段として浸透し、利用されている。 

これらの決済サービスに関する業務には、顧客の信用情報等要保護性の

高い個人情報の取り扱いや顧客からの支払いに関する問い合わせ、相談の

対応等、職場での遂行が必須となるものがあり、一定程度の従業員が職場

で業務を行うこととなるため、十分な感染防止策を講じることが極めて重

要となる。 
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このような状況を踏まえ、本ガイドラインではクレジット事業者におけ

る従業員の健康及び安全の確保、顧客への感染予防を実施する上で、参考

とすべき取組を示している。また、本ガイドラインは、緊急事態宣言下は

もとより、緊急事態宣言が終了した段階においても、新型コロナウイルス

感染症の感染リスクが低減し、有効で簡便な治療法が確立され、企業の関

係者の健康と安全・安心を十分に確保できる段階に至るまでの間の事業活

動に用いるべきものとなる。 

クレジット事業者におかれましては、本ガイドラインに示された取組を

踏まえ、自社の業態、サービス、顧客窓口の設置状況等を考慮した実効性

ある感染予防対策の実施をお願いします。 

 

 

３．具体的な取組 

 

（１）感染予防対策の体制 

クレジット事業者は感染予防対策の体制を以下のように整えるものとする。 

・経営トップが率先し、新型コロナウイルス感染防止のための対策の策定・変

更について検討する体制を整える。 

・感染症法、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関連法令上の義務を遵

守するとともに、労働安全衛生関係法令を踏まえ、衛生委員会や産業医等の

産業保健スタッフの活用を図る。 

・国・地方自治体・業界団体などを通じ、新型コロナウイルス感染症に関する

正確な情報を常時収集する。 

 

（２）顧客対応における感染予防対策 

クレジット事業者は、契約の申し込み、利用状況の問い合わせ、支払いに

関する相談等、顧客と接点を有する業務があり、「三つの密」を避け、顧客及

び従業員への感染拡大のリスクを下げるために、顧客対応に当たっては以下

のような取組を行う必要がある。 

 

① 接触感染・飛沫感染の防止 

・ 顧客からの契約やサービス変更の申込み等は、インターネット、電話等

の非対面の方法の活用を推奨する。また、顧客に対して非対面による方

法を推奨する旨の周知を実施する。 

・顧客が営業所等に来訪する際は、営業所等に入る前の検温等により、有

症状者が営業所等に入ることを防ぐことができるような措置を実施する

とともに、感染拡大のリスクをできる限り下げる観点から、掲示・アナ

ウンスの実施などにより、顧客に対し以下のような事項を依頼する。 

1)発熱その他の感冒様症状を呈している方、新型コロナウイルス感染症

の陽性が判明した方との濃厚接触がある方の入場の自粛。 
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2)来訪時及び営業所等の中においては適切にマスクを着用するととも

に、大声の自粛、手洗いや手指消毒の実施。 

・接客時にお茶等を提供する場合は、座席の配置が対面にならないよう注

意し、ペットボトル飲料の提供や紙コップを使用する等極力手が触れな

い工夫をする。 

・営業所等が換気の悪い密閉空間となることを避けるため、空調設備によ

る常時換気、またはこまめな換気を実施する。 

・乾燥する場面では、湿度 40％以上を目安に加湿するよう留意する。 

※空調設備による常時換気を行う際は、法令を遵守した空調設備により 

行うことが求められている。また寒冷な場面では室温が下がらない範

囲で常時窓開けする等の工夫が求められている。なお、適切に換気が

できているかについては、必要に応じ CO2測定装置を設置する等によ

り、換気状況を常時モニターし 1000ppm以下を維持することも望まし

い対応とされている。（機械換気の場合。窓開け換気の場合は目安。） 

 

② 社会的距離の確保 

・顧客窓口がある営業所等での滞在に際し、顧客に対し掲示・アナウンス

の実施などにより、マスク着用を前提に対人距離（人と人が触れ合わな

い距離）の確保を促す。 

・顧客が営業所等において列を作る場合には、列の立ち位置にマークをつ

ける等、身体的距離を確保した整列を行う。 

・「三つの密」とならないように常に注意をしながら行動することを促す。                   

・従業員が対面による顧客対応を行う場合には、感染予防の観点からマス

クを着用し、人と人が触れ合わない距離を確保、また、長時間に及ぶ可

能性がある場合にはアクリル板・透明ビニールカーテンにより遮蔽し、1

ｍ程度の距離の確保に努める。 
 

※経済産業省商取引監督課発出「新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の留意点に

ついて(事務連絡)」(令和 2年 7月 22日)において、飛沫感染防止のために透明間仕切

り等を設置する場合は、火災予防上の観点から火気使用設備・器具、白熱電球等の熱

源となるものの近くには原則設置しないようにすること、ただしこれらの近くに設置

することが感染予防対策上必要な場合にあっては、燃えにくい素材（ (公財)日本防

炎協会が定める防炎性能基準に適合するものとして防炎製品として認定されている難

燃性、不燃性、防炎製品など）を使用すること、同じ素材であれば薄いフィルム状の

ものに比べて板状のものの方が防火上望ましいとされている。 

 

③ 清掃・消毒 

・従業員及び顧客のための手指の消毒設備を入口及び施設内に必要に応じ

設置する。 

・タブレット端末、筆記用具、カウンター、扉の取っ手等、不特定多数の

顧客や従業員が接触することが多い、機器・箇所や施設内の共用部（出

入口、トイレ、手すり等、ウイルスが付着した可能性のある場所）等は
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適度な頻度で消毒を実施する。 

 

（３）従業員の感染予防・健康管理等 

感染予防を行いつつ、事業継続を実現するためには、従業員の感染予防と

健康管理の実施がそのための基礎となる。 

従業員に対しては、日常生活において、別添の感染リスクが高まる「5つの

場面」※ について十分に理解し実践することを求めたうえで、新型コロナウ

イルス感染症予防に関する基本的知識等の周知徹底を図ること、飛沫感染と

接触感染の防止策を講じること、マスク着用を前提に対人距離（人と人が触

れ合わない距離）を確保すること、感染予防・健康管理のための指導を行う

こと等が必要となる。 

  このため、以下のような取組を行うことにより、従業員の健康と安全・安

心を確保することが求められる。 

また、就労に対する不安や様々な事情（妊娠、高齢者介護等）を抱える従

業員に対しても配慮が必要となる。 

 ※（場面１）飲酒を伴う懇親会等 

  （場面２）大人数や長期間におよぶ飲食 

  （場面３）マスクなしでの会話 

  （場面４３）狭い空間での共同生活 

  （場面５４）居場所の切り替わり 

 

【従業員に対して求める予防策等の例】 

ㇾ従業員に対し、出勤前の検温と咳嗽や全身倦怠感などの症状の有無を確認さ

せる。体調不良の者には各種休暇制度の取得を奨励し、必要に応じて医療機

関の受診や自主検査等を実施するよう促す。 

ㇾなお、自主検査等にて陽性が判明した場合は、その結果を都道府県が設置す

る健康フォローアップセンターに登録することもできる。 

ㇾ発熱などの症状により自宅で療養することとなった従業員は毎日、健康状態

を確認した上で、症状がなくなり、出社判断を行う際には、学会の指針注）

などを参考にする。症状に改善が見られない場合は、医師や保健所への相談

を指示する。 
注）日本渡航医学会-日本産業衛生学会作成「職域のための新型コロナウイルス感染症対策

ガイド」など（https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-

19guide0511koukai.pdf） 

 

ㇾまた、職場における濃厚接触者の特定は必ずしも必要ではないが、濃厚接触

者と特定された場合は有症状者と同様の扱いが可能である。(「(4)感染者が

確認された場合の対応」参照) 

ㇾ勤務中に体調が悪くなった従業員は帰宅とし、必要に応じて医療機関の受診

等や自主検査等を実施するよう促す。 

ㇾ上記については、職場内の派遣労働者や請負労働者についても派遣事業者・

https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide0511koukai.pdf
https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide0511koukai.pdf
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請負事業者を通じて同様の扱いとする。 

ㇾユニフォームや衣服は、適切に洗濯を行う。 

ㇾ手洗いや手指の消毒、適切なマスク（品質の確かな、できれば不織布）を着

用する。 

ㇾ飲食時等マスク着用していない場合は、会話を控え、咳エチケットを徹底す

る。 

ㇾ大きな声での会話などは控える。 

ㇾ近隣の者との日常会話においても、マスクを着用する。 

ㇾ身体的距離（目安2ｍ以上）が確保でき、会話をほとんど行わない場合はマ

スク着用を求めない。 

ㇾ施設内の共用部（出入口、トイレ、手すり等、ウイルスが付着した可能性の

ある場所）等は適度な頻度で消毒を実施する。 

ㇾ休憩時間等多くの人が同時に行動する状況では、そのキャパシティに応じて

人数制限を行うなど、密集が起こらないよう動線を確保する。 

ㇾ飲食用に感染防止策を行ったエリア以外での飲食を制限するなど、飲食等に

よる感染防止の徹底を図る。 

ㇾ食堂などで飲食する場合は、時間をずらす、対人距離（目安 1ｍ）を確保す

るよう努める。施設の制約などにより、これが困難な場合は、対面で座らな

いように配慮する。 

ㇾ飲酒する場合においても過度な飲酒は控える。 

ㇾ公共交通機関や公共施設等を利用する場合は、適切なマスク（品質の確か

な、できれば不織布）の着用、咳エチケットを励行する。また、車内やエレ

ベーター内等の密閉空間では極力会話をしない。 

 

【施設内共用部における留意事項】 

ㇾ休憩スペースでは、次の点に留意する。 

・一度に休憩する人数を制限し、対面での食事や会話の自粛を徹底する。 

・休憩スペースの常時換気を行うようにする。 

・ドアノブ、電気のスイッチ、手すり、エレベーターのボタン、ゴミ箱、電

話、共有のテーブル・椅子などの共有設備については、適度な頻度で洗浄・

消毒を行う。 

・入退室前後の手洗いや手指消毒を徹底する。 

※設備・器具の消毒は、次亜塩素酸ナトリウム溶液やエタノールなど、当該設

備・器具に最適な消毒液を用いる。 

ㇾトイレでは、次の点に留意する。 

・便器は通常の清掃で問題ないが、不特定多数が使用する場所は清拭消毒を行

う。 

・共通のタオルは禁止し、ペーパータオルを設置するか、従業員に個人用タオ

ルを持参してもらう。ハンドドライヤー設備を使用する場合は、メンテナン
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スや清掃等の契約等を確認し、アルコール消毒その他適切に清掃されている

ことを確認する。 

ㇾごみ捨てでは、次の点に留意する。 

・鼻水、唾液などが付いたゴミは、必ずビニール袋に入れて密閉して縛るよう

にする。 

・ゴミを回収する人は、マスクを着用し、手袋の着用もしくは作業後の手洗い

を実施する。               

 

（４）感染者が確認された場合の対応 

①従業員の感染が確認された場合は、以下の対応を取るものとする。 

・政府の方針や関係機関の指示に従う。 

・感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。な

お、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データにつ

いては、個人情報保護に配慮し、適正に取り扱う。 

②複数社が混在する借用ビル内で同居する他社の従業員で感染が確認された場

合は、次の対応を取るものとする。 

・関係機関の指示に従う。 

 

※オフィス（労働安全衛生法上の事業場の概念であり、従業員が事務作業を行

う事業場をいう）における新型コロナウイルス感染予防対策を行う際の基本

的事項については、一般社団法人日本経済団体連合会が策定した「オフィス

における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を参照のこと。 

 

（５）その他 

①「三つの密」を回避するための職場環境の整備等 

・職場内で行う事務作業や会議等については、「三つの密」を避ける観点から

業務に支障とならない範囲で、テレワーク等遠隔業務が実施できるよう検討

するとともに、会議、採用説明会及び面接等を行う場合もオンラインでの実

施を検討するなど、職場環境の整備に向けた取組みが求められる。 

・名刺交換を行う場合においてもオンラインで行うことを検討する。 

・これまでのように集合による会議を実施する場合や顧客と対面する場合にお

いては、三密の回避、換気の徹底、身体的距離の確保、マスク着用などに留

意する必要がある。               

・クレジット事業者が、各種の顧客サービスのため、コールセンターを有して

いる場合は、極めて「三つの密」が発生しやすい職場環境であるため、特に

感染予防の取組が必要である。  

・テレワークを行うにあたっては、厚生労働省のガイドライン注）などを参照

し、労働時間の適正な把握や適正な作業環境の整備などに配慮することが重

要である。 
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注）厚生労働省「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」

(https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000683359.pdf)などを参照   
 

②「三つの密」を回避するための通勤及び外勤時において考慮すべき点 

〔通勤時〕 

・ テレワーク（在宅やサテライトオフィスでの勤務）、時差通勤、ローテー

ション勤務（就労日や時間帯を複数に分けた勤務）、変形労働時間制、週休

３日制など、様々な勤務形態の検討を通じ、公共交通機関の混雑緩和を図

る。 

・ 自家用車など公共交通機関を使わずに通勤できる従業員には、道路事情や

駐車場の整備状況を踏まえ、通勤災害の防止に留意しつつこれを承認するこ

とが考えられる。 

〔外勤時〕 

・外勤、出張については、地域の感染状況や出張先の感染防止対策に注意す

る。 

・ 外勤時や出張時には面会相手や時間、経路、訪問場所などを記録に残す。 

 

③外部研修等への参加 

・従業員の講習会や外部研修会など社内外の大規模イベントへの参加の際に

は、イベント主催者の実施する基本的な感染防止策の遵守を含め感染防止を

意識して行動をとるよう徹底する必要がある。 

 

各社において、コロナウイルス感染防止予防のためのチェックリスト（別

添）を用いるなどして、自社の感染防止対策を徹底するとともに、自社の対応

状況を確認するように社内ルールを作成し徹底すること。また必要に応じ、HP

公表や配布等での周知も検討すること。
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※場面③（マスクなしでの会話）は、２０２３年３月１３日以降適用されなくなります。 


